
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
都の現行計画名称 

   

男女平等参画のための 

東 京 都 行 動 計 画 

東京都配偶者暴力対策

基 本 計 画 
（現行計画なし） 

 
主  な 

計画内容 

・働く場における男女平等 

・社会・地域活動への参画 

・仕事と家庭生活の調和 

・子育て、介護に対する支援 

・特別な配慮を要する男女への支援 

・配偶者からの暴力の防止 

・性暴力、ストーカー等の防止 

・生涯を通じた男女の健康支援 

・教育・学習、普及・広報 

 

 

 

 

 

・配偶者からの暴力の防止 

 

 

 
 

 

男女平等参画のための 
東京都行動計画 東京都女性活躍推進計画 

東京都配偶者暴力対策

基 本 計 画 

 
主  な 

計画内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・配偶者からの暴力の防止 

・性暴力、ストーカー等の防止 

 

 

  

東京都女性活躍推進計画 東京都配偶者暴力対策基本計画 

第五期東京都男女平等参画審議会で調査審議する行政計画及び構成について 

 

根 拠 法 
男 女 共 同 参 画  

社 会 基 本 法  

  

配偶者からの暴力の防止 

及び被害者の保護等 

に 関 す る 法 律 

女性の職業生活における 

活躍の推進に関する法律 

全面施行日 平成１３年１月 平成１４年４月 平成２８年４月 

性   格 

（法が目指すもの） 

あらゆる分野における

男女の機会平等、 

格差の是正 

配偶者暴力防止と被害者

支援等を通じた人権擁護

と男女平等の実現 

働く場における積極的改善

措置の実効性の確保による

男女の実質的な機会の均等 

 

各計画の根拠法について 構成について（案） 

働く場における女性の活躍 

Ⅰ
 

仕事と家庭・地域生活の調
和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）の実現 

Ⅱ
 

身近な地域での活動機会の

拡大 

Ⅲ
 

男女間のあらゆる暴力の 
防止と被害者支援 

Ⅴ
 

特別な配慮を必要とする 

男女への支援 

Ⅳ
 

「東京都男女平等参画推進総合計画」（仮称）構成イメージ 

総合計画Ⅰ 総合計画Ⅱ 

男性も女性もいきいきと豊かに 

暮らせるまち・東京の実現に向けて 

男女間での暴力のない 
社会の実現を目指して 

注）（総合計画Ⅰ）東京都女性活躍推進計画 

（総合計画Ⅱ）東京都配偶者暴力対策基本計画 

は、分冊とする予定 

新法の施行 

推進体制 

推進体制 

従来から、男女平等参画

計画の体系に位置付け 

1)女性活躍推進計画は、法の

対象である職業生活の枠

を超えて、地域社会などあ

らゆる分野に対象範囲を

広げて新たに策定 

2)その際、今後に向けた課題

を踏まえ、現行計画体系を

整理 

根拠法の性格を踏まえた各計画の関係について 

 

近接する課題を

併せて策定 

(*)積極的改善措置（ポジティブ・アクション） 
社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、
必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること 

現行 

・働く場における男女平等 

・社会・地域活動への参画 

・仕事と家庭生活の調和 

・子育て・介護に対する支援 

・特別な配慮を要する男女への支援 

・配偶者からの暴力の防止 

・性暴力、ストーカー等の防止 

・生涯を通じた男女の健康支援 

・教育・学習、普及・広報 

行動計画と女性活躍推進

計画を一体的に策定 

考
え
方
の
整
理 

今回の改定等に当たり、男女共同参画社会基本法に基づく都の計画は、 

「東京都男女平等参画推進総合計画」（仮称）とし、 

 「東京都女性活躍推進計画」（総合計画Ⅰ） 
※現行の「男女平等参画のための東京都行動計画」の対象領域を網羅しつつ、女性の活躍推進

の比重を高めた計画 

 「東京都配偶者暴力対策基本計画」（総合計画Ⅱ） 
※「配偶者からの暴力への対策」を主たる対象領域とした上で、「性暴力・ストーカー等のへの

対策」など、近接する課題を併せた計画） 

の２部構成とする。 
 

 

の２部構成とする。 

資料３ 


